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１ 

 

地方独立行政法人下関市立市民病院職員期末手当及び勤勉手当に関する規程 

 

平成２４年４月１日 

規程第２１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人下関市立市民病院職員給与規程（平成２４年規程第１７号。以下

「給与規程」という。）に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（期末手当）  

第２条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員に対して、それぞれ基準日から起算して３０日を超えない範囲内において理事長が別に定める日

（以下「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（給

与規程第３０条第６項の規定の適用を受ける職員及び次条第２項の職員を除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、第４項の期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の１２２.５、

１２月に支給する場合においては１００分の１４０を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１）６か月 １００分の１００ 

（２）５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

（３）３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

（４）３か月未満 １００分の３０ 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。 

４ 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として第４条第１項で定めるもの

については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額の合計額に職務の級等を

考慮して第４条第２項で定める職員の区分に応じて１００分の２０を超えない範囲内で定める割合を乗

じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

５ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第３条 期末手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日に在職する職員（第７条各号のいずれかに該

当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 

（１）無給休職者（地方独立行政法人下関市立市民病院職員就業規則（平成２４年規程第６号。以下「就

業規則」という。）第１５条第１項第１号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支

給を受けていない職員をいう。） 

（２）刑事休職者（就業規則第１５条第１項第２号の規定に該当して休職にされている職員をいう。） 

（３）専従休職者（就業規則第１５条第１項第５号の規定に該当して休職にされている職員をいう。） 

（４）停職者（就業規則第５５条の規定により停職にされている職員をいう。） 

（５）育児休業をしている職員のうち、地方独立行政法人下関市立市民病院職員の育児・介護休業等に

関する規程（平成２４年規程第１３号。以下「育児・介護休業規程」という。）第１１条第２項に規

定する職員以外の職員 
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（６）自己啓発等休業職員（地方独立行政法人下関市立市民病院職員自己啓発等休業規程（平成２４年

規程第１４号）第２条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。） 

２ 前条第１項後段の職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 

（１）その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者 

（２）その退職の後基準日までの間において職員となった者 

（３）その退職に引き続き次に掲げる者となった者で理事長の定めるもの 

ア 国家公務員 

イ 地方公共団体の職員 

ウ 国立大学法人その他理事長が定める法人の職員 

３ 基準日前１か月以内において職員としての退職が２回以上ある者について前２項の規定を適用する場

合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。 

 

（加算を受ける職員及び加算割合） 

第４条 第２条第４項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員は、給与規程第

８条に規定する給料表の適用を受ける職員で別表第１の職員欄に掲げる職員とする。 

２ 第２条第４項の職員の区分は、別表第１の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の１００分の２０を

超えない範囲内で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。 

 

（期末手当に係る在職期間） 

第５条 第２条第２項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

（１） 第３条第１項第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間 

（２）育児休業をしている職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間については、その２分の１

の期間 

（３）休職にされていた期間については、その２分の１の期間 

（４）育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に地方独立行政法

人下関市立市民病院職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程（平成２４年規程第８号。以下「勤

務時間等規程」という。）第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た期間を控除して得た期間の

２分の１の期間 

３ 業務傷病等による休職者（給与規程第３０条第１項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）であった

期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。 

 

第６条 基準日以前６か月以内の期間において、第３条第２項第３号に掲げる職員で理事長が定めるもの

が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第１項の

在職期間に算入する。 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

（期末手当の支給の制限） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者には、第２条第１項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に

係る期末手当（第３号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

（１）基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第５６条第１項第５号の規定
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により懲戒解雇された職員 

（２）基準日前１か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員

（前号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処

せられたもの 

（３）期末手当の支給の一時差止めを受けた者（当該差止めを取り消された者を除く。）で、その者の在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

 

（期末手当の不支給又は一時差止め） 

第８条 第２条から前条までの規定にかかわらず、期末手当を一時差止めとすることが適当と認められる

事由のある職員については、これを一時差止めとする。 

 

（勤勉手当） 

第９条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６か月以内の期間におけるその

者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して３０日を超えない範囲内において理事長が別に定

める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（次条第２項で定める職

員を除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条第４項で定める割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、理事長が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該

職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。

次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に１００分の７０を乗じて得た額

の総額を超えてはならない。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月

額の合計額とする。 

４ 第２条第４項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第４項

中「前項」とあるのは「第２条第３項」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第７条

中「第２条第１項」とあるのは「第９条第１項」と読み替えるものとする。 

６ 第４条の規定は、勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合について準用する。この場合において、

同条中「第２条第４項」とあるのは「第９条第４項において準用する第２条第４項」と読み替えるもの

とする。 

 

（勤勉手当の支給を受ける職員等） 

第１０条 勤勉手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日に在職する職員（前条第５項において準用

する第７条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 

（１）休職者（業務傷病等による休職者を除く。） 

（２）第３条第１項第３号及び第４号に該当する者 

（３）育児休業をしている職員のうち、育児・介護休業規程第１１条第２項に規定する職員以外の職員 

（４）自己啓発等休業職員 

２ 前条第１項後段の職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、

第２号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。 

（１）その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者 

（２）第３条第２項第２号及び第３号に掲げる職員 
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３ 第３条第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

４ 前条第２項に規定する勤勉手当の支給割合は、基準日以前６か月以内の期間における職員の勤務期間

の区分に応じて、別表第２に定める割合を乗じて得た割合とする。 

５ 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算

する。 

（１）第３条第１項第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間 

（２）休職にされていた期間 

（３）育児休業をしていた期間 

（４）自己啓発等休業職員として在職した期間 

（５）育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて

得た期間を控除して得た期間 

６ 第６条第１項の規定は、前項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。 

７ 前項の期間の算定については、第５項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。 

 

（勤勉手当の減額） 

第１１条 前条第６項において準用する第６条第１項の規定による勤務期間に、療養休暇（勤務時間等規

程第１３条に規定する療養休暇をいう。以下同じ。）、介護休業（育児・介護休業規程第３３条に規定す

る介護休業をいう。以下同じ。）、部分休業（地方独立行政法人下関市立市民病院修学部分休業規程（平

成２４年規程第１５号）第２条に規定する部分休業の承認を受けて１日の勤務時間の一部について勤務

しなかった日が９０日を超える場合に限る。以下同じ。）又は欠勤等（就業規則第３６条及び第３７条に

規定する欠勤、遅刻、早退及び外出をいう。以下同じ。）がある場合における支給割合は、別表第３に定

める割合を前条により算定した割合から控除した割合とする。ただし、その控除後の割合が第９条第２

項に定める割合に１００分の５を乗じて得た割合より下回る場合は、当該控除後の割合は、１００分の

５を乗じて得た割合とする。 

 

（端数計算） 

第１２条 第２条第２項の期末手当基礎額又は第９条第２項前段の勤勉手当基礎額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補則） 

第１３条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日一部改正） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１０月２８日一部改正） 

この規程は、令和３年１１月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

給料表 職員 加算割合 

医療職給料表（一） 職務の級５級、４級及び３級

の職員 

100 分の 15（職務の級５級及び

４級に属する職員のうち理事

長が別に定める職員にあって

は、100 分の 20） 

職務の級２級の職員 100 分の 10 

職務の級１級の職員（理事長

が定める職員に限る。） 

100 分の 5 

医療職給料表（二） 職務の級６級の職員 100 分の 15 

職務の級５級及び４級の職員

（理事長が定める職員に限

る。） 

100 分の 10 

職務の級４級及び３級の職員

（理事長が定める職員に限

る。） 

100 分の 5 

医療職給料表（三） 職務の級７級及び６級の職員 100 分の 15 

職務の級５級及び４級の職員

（理事長が定める職員に限

る。） 

100 分の 10 

職務の級４級及び３級の職員

（理事長が定める職員に限

る。） 

100 分の 5 

事務職給料表 職務の級８級の職員 100分の 20 

職務の級７級及び６級の職員 100 分の 15 

職務の級５級及び４級の職員

（理事長が定める職員に限

る。） 

100 分の 10 

職務の級４級及び３級の職員

（理事長が定める職員に限

る。） 

100 分の 5 

備考 加算割合が１００分の５と定められている職員の区分に属する職員で、満５５歳に達する日後

最初の４月１日から定年に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者については、加算割合

が１００分の１０と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものと

することができる。 
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別表第２（第１０条関係） 

勤務期間 割合 

６か月 100 分の 100 

５か月１５日以上６か月未満 100 分の 95 

５か月以上５か月１５日未満 100 分の 90 

４か月１５日以上５か月未満 100 分の 80 

４か月以上４か月１５日未満 100 分の 70 

３か月１５日以上４か月未満 100 分の 60 

３か月以上３か月１５日未満 100 分の 50 

２か月１５日以上３か月未満 100 分の 40 

２か月以上２か月１５日未満 100 分の 30 

１か月１５日以上２か月未満 100 分の 20 

１か月以上２か月１５日未満 100 分の 15 

１５日以上１か月未満 100 分の 10 

１５日未満 100 分の 5 

0 0 

 

別表第３（第１１条関係） 

区分 日数 割合 

療養休暇 １０日を超えた場合に総日数の５日までごとに 100 分の 1 

介護休業 ３０日を超えた場合に総日数の５日までごとに 100 分の 1 

部分休業 ５日までごとに 100 分の 1 

欠勤等 ３日までごとに 100 分の 1 

 備考  

１ 療養休暇又は介護休業における上表の適用 

基準日以前６か月の期間内の療養休暇日数又は介護休業日数を通算するものとする。ただし、

週休日及び休日（代休日を含む。）はそれぞれの休暇日数から除算し、また半日勤務時間が割り

振られた日は半日とする。 

２ 欠勤等における上表の適用 

基準日以前６か月の期間内の欠勤等日数を除算するものとし、遅刻、早退又は外出がある場合

は、その全時間を通算し、これを７時間４５分（平常日（月曜日から金曜日まで）の１日の勤務

時間が７時間４５分でない職員にあっては、その職員の平常日の勤務時間数。備考３において同

じ。）で除して日に換算する（端数は切り捨てる。）ものとする。 

３ 部分休業における上表の適用 

 基準日以前６か月の期間内の部分休業をした時間を通算し、これを７時間４５分で除して日に

換算する（端数は切り捨てる。）ものとする。 

４ 療養休暇、介護休業、部分休業又は欠勤等が合わせてあるときにおける上表の適用 

 基準日以前６か月の期間内において療養休暇日数（通算して１０日を超えた場合に限る。）、介

護休業日数（通算して３０日を超えた場合に限る。）及び部分休業日数（備考３により得られた

日数をいう。）がある場合についてはそれぞれの日数、欠勤等日数（備考２により得られた日数

をいう。）がある場合についてはその日数に３分の５を乗じて得た日数を合算して得た日数で部



21 期末勤勉手当 
 

７ 

分休業の項を適用する。 


